
 

「独占の梃子（monopoly leverage）」に関連して 

独占禁止法上問題となった主な事例 
 

平成１９年１月２３日 

公 正 取 引 委 員 会 
経 済 取 引 局 調 整 課 

 

 

１．「独占の梃子（monopoly leverage）」とは 

 

○ 独占禁止法上，いわゆる「独占の梃子」に関する明文の規定は存在しないが，

以下のような記載がある。 
 
・ 「独占のてこ」とは，一つの市場で市場支配力を有する事業者が，その市場

支配力をてことし得る一定の関連市場において，その市場支配力を利用して勢

力を拡大することとされている。 

＜公正取引委員会事務総局「公益事業分野における相互参入について」（平成１７年１２月） ＞ 
 
・ 「独占の梃子」（monopoly leverage ともいわれる。一つの市場で市場支配力

を有する企業が，その力を利用して，関連市場にも勢力を拡大しようとする行

為を規制するという考え方） 

＜独占禁止法研究会「独占禁止法研究会報告書」（平成１５年１０月）＞ 

 

 

２．主な事例 

 

 

（１）抱き合わせ販売（不公正な取引方法） 

・ マイクロソフト株式会社に対する件（平成１０年度 勧告審決）【参考１】 
 

（２）取引条件等の差別取扱い（不公正な取引方法） 

・ 関西電力株式会社に対する件（平成１７年度 警告）【参考２】 
 

（３）不当な顧客誘引又は取引妨害（不公正な取引方法） 

・ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する件（平成１３

年度 警告）【参考３】 
 

（４）私的独占 

・ 東日本電信電話株式会社に対する件（平成１２年度 警告）【参考４】 
 

（５）企業結合 

・ ＮＴＴコミュニケーションズ（株）による日本サテライトシステムズ（株）

（ＪＳＡＴ）の株式取得（平成１２年度）【参考５】

資資料料６６ 

 



















関西電力株式会社に対する警告について 
 

平成１７年４月２１日 
公 正 取 引 委 員 会           

 
 公正取引委員会は，関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）に対し，
集合住宅及び戸建て開発地への電気供給に伴うオール電化（注１）等に関する
営業について，独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ，本日，
関西電力に対し，同法第１９条（不公正な取引方法第４項〔取引条件等の差別
取扱い〕に該当）の規定に違反するおそれがあるものとして，次のとおり警告
を行った。 

 

  （注１）「オール電化」とは，給湯，厨房などに関する住宅におけるすべての熱源を電気で

まかなうことをいう。 

 
１ 関係人 

事業者名 関西電力株式会社 

所 在 地     大阪市北区中之島三丁目６番１６号 

代 表 者     代表取締役 藤 洋作 

 
２ 警告の概要 
(1) 関西電力は，平成１４年ころから，集合住宅及び戸建て開発地への電気
供給のための設備に関する協議の機会を用いて，住宅開発業者等に対し，以
下の行為を行い，オール電化等を採用する住宅開発業者等に比べて，住宅の
熱源としてガスを併用する住宅開発業者等を不当に不利に取り扱っている
疑いがある事実が認められた。 
ア 負荷想定容量（注２）が５０ｋＷ以上となる集合住宅の場合，当該集合
住宅にオール電化を採用し，又は大容量機器（注３）が導入されるときに
は，低圧引込み（注４）により電気を供給することができることとし，住
宅開発業者等にとって負担となる受電室（注５）の設置を免除して柱上変
圧器（注６）を設置して電気を供給する一方，大容量機器が導入されずに
電気・ガスが併用されるときには，将来需要の見込みによっては受電室に
変圧器を設置する方法以外の方法によって電気を供給することが可能で 
 

   問い合わせ先  公正取引委員会事務総局審査局第三特別審査 
            電話 ０３－３５８１－１７７９（直通） 
   ホームページ  http://www.jftc.go.jp 

参考２ 



あるにもかかわらず，その旨を当該集合住宅の住宅開発業者等に説明す
ることなく，当該集合住宅の建物内に受電室を設置することを求めてい
る。 

 

（注２）「負荷想定容量」とは，集合住宅の共用部分及び全戸における予想電気使用量をい

う。 

（注３）「大容量機器」とは，電気温水器及びＩＨクッキングヒーター等の２００Ｖ定格機

器をいう。 

（注４）「低圧引込み」とは，電圧１００Ｖ又は２００Ｖの低圧で電気を引き込むことをい

う。 

（注５）「受電室」とは，集合住宅の建物内において変圧器を設置するための区画をいう。 

（注６）「柱上変圧器」とは，公道上の電柱や集合住宅の敷地内に立てた電柱に取り付けら

れる電圧を高圧から１００Ｖ又は２００Ｖの低圧に下げる変圧器をいう。 

 
イ 戸建て開発地において無電柱化（注７）が要望された場合，地中配電設
備の維持管理費及び再建設費用の増分を将来の電気料金収入の増加で回
収するとの考え方に基づき，将来の電気使用量が増加するよう，当該戸建
て開発地の住宅に可能な限りオール電化を採用することを要請すること
とし，無電柱化に応じる条件としてオール電化を採用することを求めてい
る。 

 

（注７）「無電柱化」とは，戸建て開発地における景観の向上等を理由とする住宅開発業者

等の希望により，特定の区域において地中配電設備を採用して電柱を無くすこと

をいう。 

 
(2) 関西電力の前記２(1)ア及びイの行為は，独占禁止法第１９条（不公正な
取引方法第４項〔取引条件等の差別取扱い〕）の規定に違反するおそれがあ
ることから，公正取引委員会は，関西電力に対し，今後，このような行為を
行わないよう警告した。 

 



１ 負荷想定容量が５０ｋＷ以上となる集合住宅における受電室の設置の免除
の状況 

 
負荷想定容量 大容量機器を導入する場合 ガス併用の場合 

５０ｋＷ未満   

５０ｋＷ～１００ｋＷ

（１５０ｋＷ）（注） 

ほとんどの物件について受電

室の設置を免除 

原則として受電室を設置 

１００ｋＷ超 

 

受電室の設置を免除している

割合が高い 

原則として受電室を設置 

（注）関西電力は，２０戸程度の小規模の集合住宅について，大容量機器が導入される場合，

単相（電灯）と三相（動力）を併せて引き込むときには１００ｋＷ，単相のみのときは   

１５０ｋＷまでは低圧引込みとすることができるとしている。 

 
 
２ 戸建て開発地における無電柱化と標準工事との違い 

      標準工事（架空配電設備）   無電柱化（地中配電設備） 

 

(1) 関西電力は，電気供給約款において，住宅開発業者等の希望で地中配電設備を採用

する場合，架空配電設備の初期建設コスト（標準工事費）を超える金額（①に相当）を

「工事費負担金」として当該住宅開発業者等が支払うべき旨を定めている。 

(2) 関西電力は，地中配電設備に要する経費と架空配電設備に要する経費との差を「地

中配電設備の維持管理費及び再建設費用の増分（②に相当）」と説明しているが，その

金額はあらかじめ確定できないものである。 

  関西電力は「地中配電設備の維持管理費及び再建設費用の増分」を電気料金収入の

増加で回収するため，オール電化の採用を求めていた。 
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初
期
建
設
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ス
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参考１ 



東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する警告について 
 

平成１３年１２月２５日 
公 正 取 引 委 員 会            

 
 公正取引委員会は，東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対
し，独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ，両社が平成１２年１
２月２６日から開始したＡＤＳＬサービスの提供に際し 
１）   電話着信によりＡＤＳＬ接続が切断されるおそれがある保安器(注１)の取替 
  工事について 
２）   光ファイバーケーブルからメタルケーブルへの収容替工事(注２)について 
それぞれ，ユーザーからの要求があった場合，自社のユーザーに係るものについ
ては無料で取替え又は収容替えを行っていたにもかかわらず，競争事業者のユー
ザーに係るものについては有料で取替え又は収容替えを行っていた疑いのある行
為が認められたので，本日，両社に対して，同法第１９条（不公正な取引方法第
９項〔不当な顧客誘引〕又は第１５項〔取引妨害〕に該当）の規定に違反するお
それがあるものとして，今後，同様の行為を行わないよう警告を行った。 
 

（注１）保安器とは，落雷等により，通信施設に過大な電圧がかかることを防ぐために加入者宅に

設置される設備である。 

（注２）ＡＤＳＬサービスはメタルケーブルを用いて提供されるため，加入者の電話回線の一部又

は全部が光ファイバーケーブルとなっている場合，メタルケーブルへの収容替工事（切替工

事）を行う必要がある。 

 
１ 関係人の概要 

名 称  東日本電信電話株式会社  西日本電信電話株式会社 
所在地  東京都新宿区西新宿３-１９-２  大阪市中央区馬場町３－１５ 
代表者  代表取締役 井上 秀一  代表取締役 浅田 和男 

 
２ ＡＤＳＬについて 
  ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscriber Line〔非対称デジタル加入者
線〕）は，既存の電話回線（メタルケーブル）を使用して，電話で使用する帯域
より高い周波数の帯域において，高速デジタルデータ通信を行う技術（ＤＳＬ）
のうち，データのやりとりが，上り（ユーザーから収容局へ）に比べ，下り（収
容局からユーザーへ）の通信速度を高めたものである。 

 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局ＩＴ・公益事業タスクフォース
        電話 ０３－３５８１－１７７９（直通） 
 ホームページ http://www.jftc.go.jp 

参考３ 
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東日本電信電話株式会社に対する警告について 

 

平成１２年１２月２０日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

１ 審査結果 

  公正取引委員会は，東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。）に対し，独占禁止

法の規定に基づいて審査を行ってきたところ，ＮＴＴ東日本が，ＤＳＬ（デジタル加入者線）サー

ビスの試験提供を開始するに当たり，同社と相互接続協定を締結して加入者回線への接続を希望す

る事業者に対し，以下の行為を行っている事実が認められた。 

（１） ＭＤＦ接続によるサービスの提供条件について，試験サービスであることを理由に 

ア  サービスの提供エリアを東京都内６ビルに限定すること 

イ  １事業者の１収容ビル当たりのラック数は２架（１,５００回線）を上限とすること 

ウ  一定数値以上の回線損失がある場合等にはサービスの提供を拒否すること 

エ  ＡＤＳＬ以外の方式による接続を制限すること 

オ  自社サービス（第２種サービス）として提供し，ユーザー料金を徴収すること 

を決定し，実施していた。 

 その後，これら提供条件を逐次緩和しているが，現在においても，ＤＳＬ事業者のＭＤＦ接続

によるサービスである第２種サービスについて，試験サービスとして，暫定的な接続を継続して

ユーザー料金８００円を徴収しており，また，ユーザーに対し，当該第２種サービスの提供エリ

アを拡大した旨のアナウンスは行っていない。 

（２）ア  接続交渉に際し，「事前協議」と称する交渉を行い，自社があらかじめ了承した事項を内容

とする申込書を受領している。  

イ  接続交渉において，ＭＤＦ接続のためのコロケーションに必要な情報をあらかじめ十分に開

示していない。 

ウ  ＭＤＦ接続のためのコロケーションについて，ＤＳＬ事業者による自前工事を認めていなか

った。 

  なお，平成１２年１１月２８日の接続約款の改正によって情報開示のルールが定められ，また，

同年８月以降は自前工事が実施されるようになっているが，接続工事については工事業者をＮＴ

Ｔ東日本の認定業者に限定している。 

（３）ア  ＤＳＬサービスと競争関係にあるフレッツ・ＩＳＤＮ等のＮＴＴ東日本のサービスを企画・

営業する営業部の者が，ＤＳＬ事業者との接続に関する事項を所管するとともに，当該事業者

と自社の相互接続推進部との接続交渉の場に同席している。 

イ  ＮＴＴ東日本の相互接続推進部が，接続交渉等の場において得たＤＳＬ事業者の営業情報を，

社内の検討会議等において営業部及びグループ企業に提供している。 

 

    問い合わせ先  公正取引委員会事務総局審査局情報管理室 

            電話 ０３－３５８１－３３８７（直通） 

   ホームページ  http://www.jftc.admix.go.jp 

参考４ 
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２ 独占禁止法上の評価 

（１）ＮＴＴ地域会社は，加入者回線をほぼ独占し，地域通信市場において支配的地位を有している

ほか，自社及びグループ企業において加入者回線を用いたインターネット接続サービスを提供し

ている。ＮＴＴ東日本の加入者回線を用いてＤＳＬ事業に参入しようとする事業者は，ＮＴＴ東

日本と接続交渉を行うこととなるが，これら事業者の提供するサービスは，ＮＴＴ東日本の加入

者回線網並びに同社及びグループ企業が同社の加入者回線を用いて提供するインターネット接続

サービスと直接代替・競合するものである。 

   一方，ＮＴＴ東日本は，ＩＳＤＮを用いた定額制によるインターネット接続サービスとして，

平成１１年１１月からＩＰ接続サービスの試験提供を開始した後，平成１２年７月には「フレッ

ツ・ＩＳＤＮ」の名称で本格サービス化し，以降，政令指定都市，県庁所在地級の都市という順

番に提供エリアを拡大している。また，同社は，ＡＤＳＬサービスの試験期間が終了する平成１

２年１２月２６日から，ＡＤＳＬ及び「フレッツ・ＡＤＳＬ」を本格サービスとして開始するこ

ととしている。 

（２）ＤＳＬ事業者による本格サービスの全国展開がフレッツ・ＩＳＤＮの本格サービス化より約半

年遅れ，ＮＴＴ東日本のＡＤＳＬサービスの本格化と同時期になっているところ，ＮＴＴ東日本

の前記１(１)，(２)及び(３)に掲げる行為は，ＤＳＬサービスへの新規参入を阻害し，ＤＳＬ事

業者の円滑な事業活動を困難にさせ，ＤＳＬ事業者の競争上の地位を著しく不利にしている疑い

がある。 

   これらの行為は，結果として，地域通信市場におけるＮＴＴ東日本の地位を維持・強化し，加

入者回線を利用したインターネット接続サービス市場における競争を実質的に制限し，独占禁止

法第３条の規定に違反するおそれがある。 

   ただし，上記の問題となる行為の中には，公正取引委員会が審査を開始したことを契機として，

また，郵政省の行政指導もあって，是正されつつあるものもある。 

 

３ 公正取引委員会の今後の対応 

(1) 公正取引委員会は，本日，ＮＴＴ東日本に対し，今後，上記１に掲げるような行為を行わないよ

う警告を行い，例えば，①ＤＳＬ事業者が希望しない場合には事前協議を行わないこと，②営業部

と相互接続推進部との間で情報を遮断するファイアーウォールを設けること，③ＮＴＴ東日本とグ

ループ企業との間で情報を遮断するファイアーウォールを設けること，④グループ企業が有する情

報と同等の情報をＤＳＬ事業者に対しても開示すること等の改善措置を講じることを求めたとこ

ろである。 

(2) ＮＴＴ地域会社は，加入者回線をほぼ独占し，地域通信市場において支配的地位を有しているこ

とから，その地位を利用した競争制限行為などの独占禁止法違反行為を惹起しやすい地位にあると

いえる。このような支配的地位にあるＮＴＴ東日本が，目的，手段のいかんにかかわらず，加入者

回線の利用を拒否又は制限するなど地域通信市場又は加入者回線を利用したデータ通信サービス

市場への新規参入を阻害することは，独占禁止法第３条の規定に違反するものである。 

  ＮＴＴ地域会社の支配的地位にかんがみると，今後，接続ルールが整備されるとしても，接続事

業者が取引当事者として同社と対等な立場で接続協議を進めることは難しい面があることから，公

正取引委員会としては，引き続き，ＮＴＴ地域会社の行為によって様々な通信サービスについて新

規参入や競争が阻害されることとならないかどうか，独占禁止法に基づき監視することとする。
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＜参考＞ 

 

１ 関係人の概要 

   名称  東日本電信電話株式会社 

   所在地 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 

   代表者 代表取締役 井上秀一 

 

２ 関連事実 

 (１) ＤＳＬについて 

ＤＳＬ（Digital Subscriber Line デジタル加入者線）は，既存の電話回線（メタリックケー

ブル）を使用して，電話で使用する帯域より高い周波数の帯域において高速デジタルデータ通信

を行う技術であり，低廉かつ定額制のインタ－ネット常時接続サービスを提供することができる。

このＤＳＬ技術には，ＡＤＳＬ（Asymmetric ＤＳＬ）のほかに，ＳＤＳＬ（Symmetric ＤＳＬ），

ＨＤＳＬ（High Data-Rate ＤＳＬ）等があり，それらを総称してｘＤＳＬと呼ばれている。 

ＡＤＳＬは，インターネットでのデータのやりとりが上り（エンドユーザーから収容局へ）に

比べ，下り（収容局からエンドユーザーへ）のデータ量が圧倒的に多いことから，一対の電話回

線を用いて，上り（最大６４０kbps）に比べ，下り（最大６Mbps）の通信速度を高めたものであ

る。また，スプリッタと呼ばれるデータ通信用信号とアナログ電話信号を分配・合成する装置を

使用することによって，１本の回線でデータ通信と音声通信（通常の電話）の両方に使用（電話

重畳）することができる。 

 

 （２）ＭＤＦ接続について 

  ＭＤＦ（Main Distribution Frame）とは，加入者交換局において電話交換機と加入者回線を

つないでいる中央集配線盤のことである。通常はＭＤＦから電話交換機に接続されているが，ｘ

ＤＳＬを使う場合には，電話交換機を通さずにＭＤＦから直接モデム等のＤＳＬ装置に接続する

こととなる。そのため，ＤＳＬ事業者はＮＴＴ地域会社との接続に係るコストを低く抑えること

ができる。 

 ＮＴＴ地域会社以外の事業者がＤＳＬサービスを提供するためには，事業者は，①ＮＴＴ地域

会社が収容局内に設置したモデム等のＤＳＬ装置に接続するか，又は，②ＮＴＴの収容局内に自

己のＤＳＬ装置を設置（コロケーション）してＮＴＴ地域会社の加入者回線をＭＤＦで接続する

必要がある。 

 なお，ＤＳＬ試験サービスを開始する以前において，日本電信電話株式会社及びＮＴＴ東日本

は，ＤＳＬサービスについて，「ＮＴＴは電気通信サービス事業を行っているのであって，ＭＤ

Ｆ接続はいわゆる芯線貸しであり，物（設備）貸しになるからすべきでない」との認識を持ち，

また，芯線貸しは経営とユニバーサルサービスの維持を脅かすものとして消極的な考え方を採っ

ていた。 

 

 (３) ＤＳＬ試験サービスについて 

   日本電信電話株式会社は，平成１０年にＤＳＬサービスのフィールド実験を行った。また，Ｎ

ＴＴ東日本は，平成１１年１２月２４日から１年間の試験サービスとして，東京の６収容局にお
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いて，ＮＴＴ東日本がＤＳＬ装置を設置して提供するサービス（第１種サービス），及びＤＳＬ事

業者が設置したＤＳＬ装置とＮＴＴ東日本の加入者回線をＭＤＦで接続して提供するサービス

（第２種サービス）を開始した。 

 

 (４) ＤＳＬ事業者とＮＴＴ地域会社との相互接続のルール 

ア 電気通信事業法第３８条の規定により，第１種電気通信事業者は，他の電気通信事業者か

ら請求のあった場合には，原則として自社の電気通信設備と他社の電気通信設備の接続に応

じなければならず，これを相互接続という。第１種電気通信事業者が所有する指定電気通信

設備については，接続約款において接続手続，接続料等を定め，郵政大臣が当該約款の認可

を行うこととされている。 

イ ＤＳＬ事業者が事業を開始するに当たっては，相互接続点を定め，ＮＴＴ地域会社と相互接

続協定を締結する必要がある。第２種サービスの場合，相互接続に加え，局舎内にモデム等の

ＤＳＬ装置を設置する必要がある。 

ウ  第１種サービスについては，ＮＴＴ地域会社の試験サービスについても接続約款の附則で定

められており，すべての手続に接続約款が適用されている。 

エ  第２種サービスについては，ＭＤＦ接続を利用した新しい接続形態ということもあり，約款

で対応できない部分がある。このため，接続約款による相互接続協定に加え，接続期間，相互

接続点の位置，技術的条件，故障時の復旧優先順位等について個別協定（電気通信事業法第３

８条の２第６項）を締結する必要がある。相互接続協定の締結に必要な事前調査及び相互接続

点調査の手続については，接続約款が適用される。 

 

 (５) ＮＴＴ東日本の提供するインターネット接続サービスについて 

   ＮＴＴ東日本は，定額制によるインターネット接続サービスとして，自社のＩＳＤＮを用い

たＩＰ接続サービスを平成１１年１１月から１年間の計画で，月額８,０００円の料金で新宿区，

渋谷区及び大田区の３地区に限定して試験提供を開始した。平成１２年５月からは試験エリア

を東京２３区等に拡大して料金を４,５００円に引き下げ，平成１２年７月には「フレッツ・Ｉ

ＳＤＮ」の名称で，前倒しで商用化することとした。平成１２年７月１７日には本格サービス

を開始し，以降，政令指定都市，県庁所在地級の都市という順番に提供エリアを拡大している。 

   また，ＮＴＴ東日本は，ＡＤＳＬサービスについて，試験期間が終了する平成１２年１２月

から，ＡＤＳＬ及び「フレッツ・ＡＤＳＬ」を本格サービスとして開始することとしている。 

   さらに，ＮＴＴ東日本は，平成１３年４月以降，ＩＳＤＮ回線からアナログ回線への切替え

を不要とする，ＩＳＤＮにＤＳＬを重畳させるサービス（ＩＳＤＮoverＤＳＬ）の開始を予定

している。 

   なお，現在はＮＴＴ東日本の設備上，当初からＩＳＤＮ回線を契約したユーザー（ＩＳＤＮ

契約者全体の約２割）は，アナログ回線に変更する際，電話番号が同番移行できない。 

  

(6) フレッツ・ＩＳＤＮ及びＤＳＬの開通状況 

 フレッツ・ＩＳＤＮの開通数は，サービス提供エリアの拡大及び本格サービス化を契機として，

急激に増加している。ＤＳＬサービスの開通数は，ＤＳＬ事業者のサービスエリア拡大が進展し

た平成１２年１０月以降，急激に増加している。
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平成１２年度における主要な企業結合事例（平成１３年５月２３日）（抄） 

 

事例６ ＮＴＴコミュニケーションズ㈱によるＪＳＡＴ㈱の株式取得 

 
１ 本件の概要 

（１）相談の概要 

   本件は，ＮＴＴコミュニケーションズ㈱（以下「ＮＴＴ－Ｃ」という。）が，衛星通信事

業を行っているＪＳＡＴ㈱（以下「ＪＳＡＴ」という。）に自社が保有する衛星２機の持分

を譲渡するとともに，１８．６％出資するものである。 

 

（２）衛星通信市場の概要 

  ア 衛星通信事業は，第一種電気通信事業のうち，通信衛星により通信回線を設定し，これ

を専用回線として顧客に提供するものであり，地上局（送信局）から送られた電波を通信

衛星に搭載されたトランスポンダ（電波中継器）で増幅し，地上局（受信局）に送信する

ものである。 

    第一種電気通信事業者が，国内サービスに使用中の静止衛星は，平成１１年度末現在１

０機（ＪＳＡＴ５機，ＮＴＴ－Ｃ２機，競争業者３機）である。 

  イ 新たな衛星を打ち上げる場合には，衛星の軌道位置について，国際調整が必要となる。 

    また，平成 12 年の電波法改正により，今後，後継機の免許申請を含め，同一の軌道位置・

周波数に複数の事業者から衛星局の免許申請があった場合には，手続の透明性や電波の有

効利用等の観点から比較審査が行われることとなる。 

 
２ 独占禁止法上の考え方 

（１）一定の取引分野 

   本件においては，衛星による専用サービスは，同報性があること等の地上網の専用線サー

ビスと異なる特徴を有していること，衛星による専用サービスのユーザーは地上局を設置す

る必要があるなど衛星通信サービスには特別な設備を要すること，衛星による専用サービス

は地上網の専用線サービスと料金体系が異なること，また，衛星による専用サービスについ

ては，衛星の軌道位置及び照射範囲等により，国内通信に向いているものと国際通信に向い

ているものに分かれていることから，衛星による国内専用サービスに一定の取引分野が成立

すると判断した。 

 
（２）競争への影響 

  ア 競争業者 

    ＮＴＴ－Ｃは，現在，保有する衛星２機を自社内利用に用いているところ，当該衛星を

用いて衛星通信サービスを行う場合には，有力な競争単位となり得るところ，本件行為に

より，衛星による国内専用サービスの競争単位は，ＪＳＡＴと競争業者の２社になる。 

 

  イ 隣接市場からの競争圧力 

    料金体系，同報性等の違いがあるものの，地上網を用いた専用線サービスは，衛星専用

参考５ 



サービスと同じ用途の使用ができ，今後も光ケーブルの敷設，技術革新が進み，価格も低

下していくと考えられることから，衛星による専用サービスに対する競争圧力は一定程度

高まっていくと考えられる。 

  ウ 総合的事業能力 

    地上網を用いた専用線サービスにおいて圧倒的地位を有するＮＴＴ－Ｃが，本件行為に

より衛星通信分野において衛星の総数の３分の２を有することとなるＪＳＡＴに出資する

ことにより，ＮＴＴ－Ｃの地上網とＪＳＡＴの衛星網を組み合わせたシステム提案等が容

易となり，ＪＳＡＴの総合的事業能力が高くなる。 

  

（３）問題点の指摘及び当事会社の対応 

   当委員会は，当事会社に対して，本件行為により，ＪＳＡＴの総合的事業能力が高くなる

ことから，衛星による国内専用サービス分野における競争を実質的に制限することとなるお

それがある旨の指摘を行った。 

   これに対し，当事会社からは，以下の措置を講ずる旨の申し出があった。 

  ア ＮＴＴ－ＣとＪＳＡＴとの間において行われる取引については，他の衛星通信事業者の

取引と公平かつ適切な条件で行う。なお，衛星通信事業者と接続してサービスを提供する

際は，接続協定等により適切な接続料金，技術的条件を定め，各衛星通信事業者と公平な

条件で接続する。 

  イ ＪＳＡＴがＮＴＴ－Ｃの購買力を使用することのないよう，共同資材調達は行わない。 

  ウ ＮＴＴ－ＣからＪＳＡＴに対し，ＪＳＡＴが営業活動を行う際にＮＴＴ－Ｃの販売力を

不当に使用できるような補助は行わない。 

  エ ＮＴＴ－ＣとＪＳＡＴのタイアップ広告は実施しない。また，ＪＳＡＴが広告宣伝を行

う場合には，ＮＴＴ－Ｃのロゴ使用等，ＮＴＴ－Ｃの広告宣伝力を使用できるような補助

は行わない。 

 

（４）当委員会の判断 

   当事会社が申し出た措置が講じられれば，本件行為により，（１）で画定した一定の取引

分野における競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。 

 




